
【各市町村担当事務局】

　事務局へ提出

・居住地の市町村からの声がけ

ゆかりの選手・交流選手の決定までの流れ

ゆかりの選手・交流選手の候補者 ゆかりの選手・交流選手活用希望の市町村

・居住地の市町村担当者へ申し出る ゆかりの選手・交流選手の活用を希望

・監督等の情報交換により探す

「ゆかりの選手・交流選手申請書」を事務局へ提出
【令和６年６月６日（木）まで】

「ゆかりの選手・交流選手候補者表」を

市町村担当者が作成し、事務局へ提出

【令和６年７月22日（月）正午まで】 審査 ＮＧ 不採用

事務局へ提出

【令和６年７月２９日（月）正午まで】

審査 不採用

ＯＫ

ゆかりの選手・交流選手の活用が決定

登録した候補者から探す場合
（令和6年７月２２日以降）

候補者を直接探す場合
（令和６年６月６日以降）

「ゆかりの選手・交流選手
候補者一覧」に登録

「ゆかりの選手・交流選手候補者一覧」を

① 候補者に「ゆかりの選手・交流選
手」として依頼をして良いか、候補者
が在住する市町村担当者へ確認

事務局より送付

【令和６年７月２２日（月）以降】

（出場する場合）

　事務局へ提出 ※NGの場合は別途連絡

【令和６年８月１日（木）正午まで】

「ゆかりの選手・交流選手」として出場

（了承を得た場合）

①「選手名簿」、②「ゆかりの選手・交
流選手出場登録届」を作成ゆかりの選手・交流選手として決定

事務局より、ゆかりの選手・交流選手
決定の連絡

出場する市町村担当者とのやりとり

ゆかりの選手・交流選手候補者とのやりとり 【令和６年８月１日（木）正午まで】

①「選手名簿」、②「ゆかりの選手・交
流選手出場登録届」を作成 事務局で確認

② 候補者本人から「ゆかりの選手・交
流選手」として他市町村から出場する
意思を確認

ゆかりの選手・交流選手活用
希望の市町村による指名

「ゆかりの選手・交流選手指名表」を


